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（
経
済
産
業
委
員
会
）

電
気
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
現
下
の
電
力
市
場
を
め
ぐ
る
状
況
に
鑑
み
、
段
階
的
な
電
気
事
業
に
係
る
制
度
の
抜
本
的
な
改
革
の
一
環
と

し
て
、
今
次
、
電
気
事
業
の
遂
行
に
当
た
っ
て
の
広
域
的
運
営
を
推
進
す
る
機
関
に
係
る
制
度
の
創
設
等
の
措
置
を
講
ず
る
と

と
も
に
、
電
気
事
業
者
以
外
の
者
が
保
有
す
る
発
電
用
の
電
気
工
作
物
の
有
効
活
用
を
図
る
た
め
、
託
送
制
度
の
見
直
し
等
の

措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
広
域
的
運
営
の
推
進

１

電
力
需
給
の
ひ
っ
迫
時
に
電
気
事
業
者
に
対
し
て
供
給
区
域
を
越
え
て
広
域
的
な
電
力
融
通
の
指
示
等
を
行
う
広
域
的

運
営
推
進
機
関
を
設
立
す
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
に
よ
る
電
気
事
業
者
に
対
す
る
供
給
命
令
の
発
動
要
件
を
災
害
等
非
常
時
以
外
に
も
拡
充
す
る
と
と
も

に
、
卸
供
給
事
業
者
に
対
す
る
供
給
命
令
制
度
等
を
整
備
す
る
。

二
、
託
送
制
度
の
見
直
し

自
家
発
設
置
者
が
、
他
の
場
所
に
あ
る
自
社
の
工
場
等
に
電
気
を
供
給
す
る
場
合
に
、
一
般
電
気
事
業
者
が
正
当
な
理
由
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な
く
託
送
供
給
を
拒
ん
だ
と
き
は
、
経
済
産
業
大
臣
は
当
該
一
般
電
気
事
業
者
に
対
し
、
託
送
供
給
を
行
う
こ
と
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

三
、
電
気
の
使
用
制
限
命
令
に
係
る
制
度
の
見
直
し

罰
則
付
き
の
命
令
の
み
が
規
定
さ
れ
て
い
る
電
気
の
使
用
制
限
措
置
に
つ
い
て
、
よ
り
緩
や
か
な
措
置
と
し
て
、
経
済
産

業
大
臣
に
よ
る
勧
告
制
度
を
創
設
す
る
。

四
、
電
気
事
業
に
係
る
制
度
の
抜
本
的
な
改
革
に
係
る
措
置

政
府
は
、
電
気
の
安
定
供
給
の
確
保
、
電
気
の
小
売
に
係
る
料
金
の
最
大
限
の
抑
制
並
び
に
電
気
の
使
用
者
の
選
択
の
機

会
の
拡
大
及
び
電
気
事
業
に
お
け
る
事
業
機
会
の
拡
大
を
実
現
す
る
た
め
、
引
き
続
き
、
段
階
的
に
電
気
事
業
に
係
る
制
度

の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
も
の
と
す
る
。

１

電
気
の
小
売
業
へ
の
参
入
の
全
面
自
由
化
を
、
平
成
二
十
八
年
を
目
途
に
実
施
す
る
も
の
と
し
、
こ
の
た
め
に
必
要
な

法
律
案
を
平
成
二
十
六
年
の
常
会
に
提
出
す
る
。

２

法
的
分
離
に
よ
る
送
配
電
部
門
の
中
立
性
の
一
層
の
確
保
及
び
電
気
の
小
売
料
金
の
全
面
自
由
化
を
、
平
成
三
十
年
か

ら
平
成
三
十
二
年
ま
で
の
間
を
目
途
に
実
施
す
る
も
の
と
し
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
法
律
案
を
平
成
二
十
七
年
の
常
会
に
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提
出
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
と
す
る
。

五
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
二
の
規
定
は
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
、
三
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お

い
て
政
令
で
定
め
る
日
、
四
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


